
静岡県環境負荷低減事業活動の促進に関する基本的な計画

令和５年３月28日　制定
令和６年12月　日　改正

静岡県　静岡市　浜松市　沼津市　熱海市　三島市　富士宮市
伊東市　島田市　富士市　磐田市　焼津市　掛川市　藤枝市

御殿場市　袋井市　下田市　裾野市　湖西市　伊豆市　御前崎市
菊川市　伊豆の国市　牧之原市　東伊豆町　河津町　南伊豆町
松崎町　西伊豆町　函南町　清水町　長泉町　小山町　吉田町

川根本町　森町

　環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等
に関する法律（令和４年法律第37号）第16条第１項の規定に基づき、静岡県
環境負荷低減事業活動の促進に関する基本的な計画を次のとおりとします。
　本計画は、県及び市町の共同計画であり、本県農林水産業各分野の施策の方向
性を示した「静岡県食と農の基本計画」、「静岡県森林共生基本計画」及び「静岡県
水産振興基本計画」を踏まえ、環境と調和のとれた本県農林水産業の推進を図るた
め、環境負荷低減事業活動の展開方向を示すものとします。
　また、計画の推進に当たっては、環境負荷低減に資する活動の取り組む農林漁業
者の自主性を尊重するとともに、「静岡県有機農業推進計画」や「静岡県バイオマス
活用推進計画」等の関連計画と整合性を図りながら取り組みます。
　本計画の期間は、2022年度（令和４年度）から2025年度（令和７年度）ま
でとし、特定区域の設定や情勢の変化、目標達成状況等により、期間内であっても必
要な場合は見直しを行います。
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※下線：改正した箇所
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　環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等
に関する法律（令和４年法律第37号）第16条第１項の規定に基づき、静岡県
環境負荷低減事業活動の促進に関する基本的な計画を次のとおりとします。
　本計画は、県及び市町の共同計画であり、本県農林水産業各分野の施策の方向
性を示した「静岡県食と農の基本計画」、「静岡県森林共生基本計画」及び「静岡県
水産振興基本計画」を踏まえ、環境と調和のとれた本県農林水産業の推進を図るた
め、環境負荷低減事業活動の展開方向を示すものとします。
　また、計画の推進に当たっては、環境負荷低減に資する活動の取り組む農林漁業
者の自主性を尊重するとともに、「静岡県有機農業推進計画」や「静岡県バイオマス
活用推進計画」等の関連計画と整合性を図りながら取り組みます。
　本計画の期間は、2022年度（令和４年度）から2025年度（令和７年度）ま
でとし、特定区域の設定や情勢の変化、目標達成状況等により、期間内であっても必
要な場合は見直しを行います。

○静岡県環境負荷低減事業活動の促進に関する基本的な計画　新旧対照表　



新旧対照表

１　環境負荷低減事業活動の促進による環境負荷の低減に関する目標

※１　「みどりの食料システム戦略」及び国「環境負荷低減事業活動の促進及びその
基盤の確立に関する基本的な方針」に準ずる。
※２　別紙１　静岡県食と農の基本計画27貢参照

２　環境負荷低減事業活動として求められる事業活動の内容に関する事項
　省略

３　環境負荷低減事業活動の実施に当たって活用されることが期待される基盤確立
事業の内容に関する事項
　省略

４　環境負荷低減事業活動により生産された農林水産物の流通及び消費の促進に
関する事項
　省略
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項目 現状値 目標値 目標年度 

化学肥料使用量低減※１ － 
20％低減 

(2016肥料 
年度比) 

2030年度 

化学農薬使用量低減※１ － 
10％低減 

(2019農薬 
年度比) 

2030年度 

有機農業の取組面積※２ 418ha 
(2020年度) 800ha 2025年度 

環境負荷低減技術（ＩＰＭ
等）の導入産地数　※２ 

15産地 
(2021年度) 24産地 2025年度 

省エネ機器・資材の導入面積
※２ ― 毎年度３ha 2025年度 

環境負荷低減事業活動実施
計画の認定経営体数 

97経営体 
(2023年度) 370経営体 2025年度 

１　環境負荷低減事業活動の促進による環境負荷の低減に関する目標

※１　「みどりの食料システム戦略」及び国「環境負荷低減事業活動の促進及びその
基盤の確立に関する基本的な方針」に準ずる。
※２　別紙１　静岡県食と農の基本計画27貢参照

２　環境負荷低減事業活動として求められる事業活動の内容に関する事項
　省略

３　環境負荷低減事業活動の実施に当たって活用されることが期待される基盤確立
事業の内容に関する事項
　省略

４　環境負荷低減事業活動により生産された農林水産物の流通及び消費の促進に
関する事項
　省略

項目 現状値 目標値 目標年度 

化学肥料使用量低減※１ － 
20％低減 

(2016肥料 
年度比) 

2030年度 

化学農薬使用量低減※１ － 
10％低減 

(2019農薬 
年度比) 

2030年度 

有機農業の取組面積※２ 418ha 
(2020年度)  620ha 2025年度 

環境負荷低減技術（ＩＰＭ
等）の導入産地数　※２ 

15産地 
(2021年度)  21産地 2025年度 

省エネ機器・資材の導入面積
※２ ― 毎年度３ha 2025年度 

※下線：改正した箇所



新旧対照表

５　特定区域及び特定環境負荷低減事業活動の内容に関する事項

６　その他環境負荷低減事業活動の促進に関する事項
　省略

【関連計画】
　省略

【目標値の説明】
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区 域 特定区域設定計画 

藤枝市 別紙６ 

新設

５　その他環境負荷低減事業活動の促進に関する事項
　省略

【関連計画】
　省略

【目標値の説明】
　

※下線：改正した箇所

項 目 根 拠 

化学肥料使用量低減 県肥料流通量調査

化学農薬使用量低減 日植防調査

有機農業の取組面積 県調査

環境負荷低減技術(IPM等)の導入産地数 県調査

省エネ機器・資材の導入面積 県調査
環境負荷低減事業活動実施計画の
認定経営体数 県調査

項 目 根 拠 

化学肥料使用量低減 県肥料流通量調査

化学農薬使用量低減 JA静岡経済連取扱量

有機農業の取組面積 県調査

環境負荷低減技術(IPM等)の導入産地数 県調査

省エネ機器・資材の導入面積 県調査



新旧対照表
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新設別紙６

藤枝市特定区域設定計画書

１.特定区域の区域
（１）区域
　　　藤枝市全域

（２）当該区域の特性および区域設定の理由
　本市は、静岡県のほぼ中央に位置し、温暖な気候などに恵まれていることから、南部
地域では大井川の扇状地として肥沃な志太平野が広がり、多品目栽培がおこなわれ
ている。また、古くから茶の集散地として栄え、茶を基幹産業とした農業の振興を展開
している。
　こうした中、本市では、国の環境保全型農業直接支払交付金の対象となる有機農
業を強力に推進しており、現在、法人経営体が６社、個人経営体が15者の合計21
経営体が有機農業に取り組んでいる。栽培品目は、茶と水稲が主なもので、栽培面
積ペースでは茶が48.25ha（79.8%）、水稲が11.44ha（19%）、続いて野菜
が0.82ha（1.2%）等となっている。
　そのような中、本市は令和５年２月に「オーガニックビレッジ宣言」を行い、有機農業
の生産から消費まで一貫したサイクルの確立に向け、農業者や事業者、地域内外の
住民を巻き込んだ地域ぐるみの取り組みを推進している。
　令和５年度は市内全小中学校や幼児教育・保育施設への有機食材の提供を行う
とともに、環境に配慮した持続可能な有機農業の特性である「地球温暖化防止効
果」や「生物多様性への貢献」などを伝え、児童・生徒への食育を推進した。また、その
取り組みを広報誌等で広く周知することで、市民全体に有機農業や有機農産物の理
解促進を図っている。
　有機農業の推進における課題は、有機栽培農地の団地化をはじめ、生産者の取組
面積の拡大や新たな生産者の確保であり、新規就農者の獲得並びに耕作放棄地か
ら有機栽培へ転換を図るなど、規模拡大に向け協力に推進する必要がある。
　さらには、有機農産物が消費者から高く評価され「選ばれる食材」となるよう、消費に
対する方策を検討する必要がある。
　そこで、本市全域を特定区域と設定することで、各地域の実情に即した取り組みを
推進し、有機栽培へ転換しやすい環境を整備することで、有機農業の規模拡大を
図っていく。　　

※下線：改正した箇所
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新設２.特定環境負荷低減事業活動としても求められる事業活動の内容
（１）活動類型
　　　有機農業の生産活動

（２）特定環境負荷低減事業活動の内容
　ア　有機農業の生産段階の推進の取組
　有機農産物の海外輸出の推進
　　有機JAS認証取得経費や残留農薬検査に係る経費の一部、有機圃場転換農
園への支援を行うことで、海外輸出を推進する。　
　有機圃場団地化の推進
　　既存の生産者や新たな生産者が取り組みやすくなるよう、地域計画の策定と連携
し、有機栽培農地と慣行栽培農地のゾーニングの検討や有機栽培農地の団地化に
向けた地域との話し合いを継続していく。また、国、県、JA、生産者などと連携しながら
基盤整備事業の推進や、乗用型茶園管理機などの導入を支援することで、高品質で
効率的な生産体制を整えていく。
　有機米生産拡大の推進
　　新規就農者の確保や有機栽培への転換を推進するために発足した「有機稲作研
究会」で、有機米生産拡大に向けた栽培方法等を検討する。
　スマート農業機器導入への支援
　　スマート農業機器の導入を促進・支援することで、農業生産における省力化、生産
性の向上、新たな生産者の確保を図る。
　有機堆肥の開発
　　堆肥の地域内利用を促進するため、官民連携し、有機質肥料の開発や使用方
法など検討していく。

　イ　有機農業で生産された農産物の流通、加工、消費等の取組
　加工品やメニューの開発
　　市内の飲食店などと連携し、有機農産物を活用した新たな加工品やメニューの開
発を行うことで、有機農産物のPR及びブランドの確立を目指す。
　学校給食への有機食材の提供
　　学校給食への有機食材の提供を通じ、児童・生徒、保護者を対象に有機農業が
持つ特性や環境へもたらす効果をはじめ、豊かな生態系を守る循環型社会など、環境
への学びや食育を推進する。

※下線：改正した箇所
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新設　消費PR活動
　　有機農産物に対する市民の意識や行動の変化を促すため、環境に配慮した自然
豊かなまちづくりに向けた取り組みを推進するとともに、市内イベントやオーガニックマー
ケットなどと連携し、有機農産物のPRや消費拡大を図る。

藤枝市位置図

※下線：改正した箇所


